
令和７年度 第２回 静岡市上下水道事業経営協議会 次第 

 

日時：令和７年７月 25日（金） 

    午後３時から午後４時 30分まで 

場所：上下水道局庁舎 ７階 71会議室 

 

１ 開会 

 

２ 議題 

（１）第５次中期経営計画の改定について 

（２）水道料金・下水道使用料改定について 

 

３ 閉会 

資料１ 

資料２ 



令和７年７月25日（金）

鈴木　学　会長

大石　真裕　委員 ○ ○ 橋本　正子　委員
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第５次静岡市中期経営計画
事務事業個票の改定概要

令和７年７月

静岡市上下水道局

資料１



第５次中期経営計画の改定の分類

第５次中期経営計画策定時からの変化
その他能登半島地震を踏まえた選択的線的耐震化への見直し デジタル化の推進

管路の老朽化対策の見直し

投資計画と財政計画、指標などの見直し
新技術の導入による
更なる経営効率化

1-1-1 水道管の地震対策

1-1-3 下水道管の地震対策
1-1-4 下水道施設の地震・津波対策

1-1-2 水道施設の地震対策

1-1-5 下水道管の津波対策

1-3-2 給水拠点等の整備・充実

5-2-1 企業債残高の適正な管理

⇒投資・財政計画の改善 ⇒デジタル化の推進

2-1-1 水道管の更新

2-1-2 水道施設の更新

2-2-3 水道管・施設の漏水対策

1-2-2 内水ハザードマップの周知

優先順位 重要施設の優先順位の決定は「人命」「指令機能」「避難生活」の順

現在の静岡市は耐震化された管路が点在しており、大規模地震時に機能しない恐れがあるため、
取水施設から医療機関や避難所などの重要施設、処理場までの上下水道一体の『選択的線的耐震
化の推進』に改め、整備を進めていく。

組織機構改正
（下水道区域内の
雨水対策に係る

計画部門を上下水道局
から建設局に移管）

雨水対策を市長部局
に集約化・一元化

AIを活用した漏水調査および
管路劣化診断

効果の見込める最新技術の開発

令和７年１月 静岡市上下水道耐震化計画策定

≪目指す姿≫
災害時においても取水から排水まで線が
つながり、重要施設の給排水が確保できる。

合計357
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第５次静岡市中期経営計画事務事業個票の改定一覧

事務事業責任課事務事業名施策政策No.

水道建設・維持課①水道管の地震対策(1)１１

水道施設課②水道施設の地震対策(1)１２

下水道建設課③下水道管の地震対策(1)１３

下水道施設課④下水道施設の地震・津波対策(1)1４

下水道建設課⑤下水道管の津波対策(1)1５

下水道計画課②内部ハザードマップの周知（削除）(2)1－

水道建設・維持課②給水拠点等の整備・充実(3)1６

水道建設・維持課①水道管の更新(1)2７

水道施設課②水道施設の更新(1)2８

水道建設・維持課③水道管・施設の漏水対策(2)2９

上下水道経理課①企業債残高の適正な管理(2)５10
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No.1
第５次中期経営計画：P17第５次中期経営計画：P17施策（１） 重要な管・施設の強靭化

政策１ 危機管理を強化する。政策１ 危機管理を強化する。
投資・財政
計画の改善

課題

令和６年能登半島地震では、上下水道施設の機能喪失により被害が長
期化したことから、上下水道一体での管路の耐震化の重要性が認識さ
れた。

今後は、災害拠点病院や避難所などの重要施設に接続する上下水道
管路の一体的な耐震化を、重点的に推進する必要がある。

主な改定点

活動目標
・令和６年度に策定した「静岡市上下水道耐震化計画」に基づき、上下水

道共通262箇所及び下水道処理区域外95箇所に接続する水道管の耐

震化を進める。

これにより、令和８年度末までに新たに６箇所の取水施設から重要施

設を結ぶ管の耐震化工事を行うことで、計６箇所の重要施設に対する

耐震性を確保する。

活動指標、具体的な取組

・重要施設に接続する水道管の耐震化を優先的に進めるため、活動指

標を「基幹管路の耐震化工事の延長」から「水道管が耐震化されている

重要施設の数」に変更した。

・具体的な取組として、令和12年度末までに、40の重要施設に接続す

る水道管の耐震化を完了する。

成果指標

・基幹管路の全長約325kmに対する耐震化率から、357の重要施設

に対する耐震化率を目標に見直した。なお、令和８年度までに６の重要

施設までの水道管の耐震化が完了する予定。
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No.2
第５次中期経営計画：P19第５次中期経営計画：P19施策（１） 重要な管・施設の強靭化

政策１ 危機管理を強化する。政策１ 危機管理を強化する。
投資・財政
計画の改善

課題

令和６年能登半島地震では、上下水道施設の機能喪失により被害が長
期化したことから、上下水道一体での耐震化の重要性が認識された。

今後は、災害拠点病院や避難所などの重要施設に接続する上下水道
施設の一体的な耐震化を、重点的に推進する必要がある。

主な改定点

活動目標
・「静岡市水道施設中長期更新計画」に基づき、令和４年度末までに配水

池など３箇所の耐震化が完了している。令和７年度以降は「静岡市上下

水道耐震化計画」に基づき、上下水道共通２６２箇所及び下水道処理区

域外９５箇所の重要施設に接続する水道施設（取水場：８０施設、浄水

場：１８施設、配水池：９４施設）のうち、令和８年度末までに１箇所の配水

池の耐震化を優先的に進める。

活動指標、具体的な取組

・令和８年度末までに配水池の耐震化を新たに１箇所完了する。

成果指標
・水道施設の耐震化工事を進めることにより、災害時においても給配水
機能を維持し、市民が水を確保できるようになる。
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No.3
第５次中期経営計画：P21第５次中期経営計画：P21施策（１） 重要な管・施設の強靭化

政策１ 危機管理を強化する。政策１ 危機管理を強化する。
投資・財政
計画の改善

課題

令和６年能登半島地震では、上下水道施設の機能喪失により被害が長
期化したことから、上下水道一体での管路の耐震化の重要性が認識さ
れた。

今後は、災害拠点病院や避難所などの重要施設に接続する上下水道
管路の一体的な耐震化を、重点的に推進する必要がある。

主な改定点

活動目標
・令和６年度に策定した「静岡市上下水道耐震化計画」に基づき、262

箇所の重要施設に接続する下水道管の耐震化を進める。

・これにより、令和8年度末までに新たに２箇所の重要施設から浄化セ

ンターを結ぶ管の耐震化工事を行うことで、計45箇所の重要施設に対

する耐震性を確保する。

活動指標、具体的な取組

・重要施設に接続する下水道管の耐震化を優先的に進めるため、活動

指標を「特に重要な下水道管の耐震化工事の延長」から「下水道管が耐

震化されている重要施設の数」に変更した。

・具体的な取組として、令和7年度以降は災害拠点となる病院までの整

備、災害対応の拠点となる施設までの整備を進める。

成果指標
・重要施設に接続する下水道管の耐震化を優先的に進めるため、成果
指標を「特に重要な下水道管の耐震管率」から「重要施設への耐震化率」
に変更した。
・令和8年度末までに、重要施設（262箇所）の17.1％について接続す
る下水道管の耐震性を確保する。
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No.4

課題

能登半島地震を契機として令和６年度に新たに策定された「静岡市上
下水道耐震化計画」では、上下水道施設を取水場から処理場までの一
体的なシステムと捉え、特に被災時に重要な機能を担う施設を「急所施
設」と位置付け、これらの施設の耐震化を優先的に進める方針が示され
ている。下水道施設においては、処理場及びポンプ場の揚水施設を対
策の対象としており、早急な耐震化等が必要となる。

主な改定点

活動目標
・災害に強く持続可能な上下水道システムを構築するため、「静岡市上

下水道耐震化計画」に基づき、下水道の揚水施設に関する地震・津波対

策を設定した。

活動指標、具体的な取組

・令和7年１月に策定した「静岡市上下水道耐震化計画」では、揚水施設

の耐震化を優先事項と位置付けており、これに基づいて下水道施設の

耐震等の補強工事に関する取組みを活動指標として設定した。

成果指標
・成果指標には、工事の完了には複数年を要することから、対象施設に
おける揚水施設の地震・津波対策工事に着手した時点で、成果として評
価できるように設定した。

第５次中期経営計画：P23第５次中期経営計画：P23施策（１） 重要な管・施設の強靭化

政策１ 危機管理を強化する。政策１ 危機管理を強化する。
投資・財政
計画の改善
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No.5
第５次中期経営計画：P23第５次中期経営計画：P23施策（１） 重要な管・施設の強靭化

政策１ 危機管理を強化する。政策１ 危機管理を強化する。
投資・財政
計画の改善

課題

地震災害時においても下水道施設（浄化センター及びポンプ場）の機
能を確保するため、下水道施設の地震・津波対策を重点的に進める必
要があることから、新たな事務事業「下水道施設の地震・津波対策」を設
けることとした。これに伴い、本事務事業から「下水道施設の津波対策
に関する内容を削除する。

主な改定点

活動目標
・浄化センター・ポンプ場全16施設の記載を削除

活動指標、具体的な取組

・浄化センター・ポンプ場耐津波化工事の記載を削除

成果指標
・変更なし
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No.6
第５次中期経営計画：P31第５次中期経営計画：P31施策（３） 災害時などの対応や体制の確立

政策１ 危機管理を強化する。政策１ 危機管理を強化する。
投資・財政
計画の改善

課題

静岡市において発災が危惧されている南海トラフ地震等の広域災害
の時は全国規模で給水車が不足する。そこで給水車に頼らない水の供
給体制を図る上で、これまで整備してきた耐震性貯水槽や各地区の小
学校の既設給水栓付受水槽を合わせても、３日後に水が足りなくなる
地域が発生し、給水車による運搬給水に変わる施設を整備する必要が
ある。

主な改定点

活動目標
・「静岡市上下水道耐震化計画」に基づき、水道の取水施設から災害拠
点病院や災害対策本部などの重要施設へ水を送るルートの耐震化（線
的耐震化）を進めていく。この線的耐震化の整備と並行し、発災時に給
水車が不足することが懸念され、給水車による給水活動を代替えする
ため、発災後３日間１人１日３リットルの飲用水の確保が困難な地域に対
し、耐震化済みの配水池を活用し臨時給水所の整備を目指す。

活動指標、具体的な取組
・配水池等の水道施設を活用して災害時の臨時給水所の整備を図るも
のであり、臨時給水所の整備により、市内中学校区40の地域において、
発災から3日間で1人1日3Lの飲用水の給水が困難となる13地域に対
し、耐震化済みの配水池10施設に臨時給水所を整備する。

成果指標
・応急給水活動を実施する給水拠点の整備において、多様な整備手法
を取り入れることで、南海トラフ巨大地震等広域災害時に不足すること
が懸念される給水車の機能を代替できる配水池を活用した臨時給水所
の整備に変更する。
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No.7
第５次中期経営計画：P33第５次中期経営計画：P33施策（１） 管・施設の老朽化対策

政策２ 持続可能に管・施設を運用する。政策２ 持続可能に管・施設を運用する。
投資・財政
計画の改善

課題

これまで想定使用年数を超過した路線を中心に整備を進めてきたが、

重要施設への耐震化事業を重点的に整備するため事業量の増大が予想

されるため、効率的な整備が必要となる。

主な改定点

活動目標
・本市には約2,700㎞のうち、法定耐用年数を超過した水道管が約
900㎞あることから、お客様サービスを安定的に継続していくため、有
事における重要施設への水道管の耐震化に併せて、老朽化した水道管
を効率的に更新していく。

活動指標、具体的な取組
・これまで土壌などの埋設状況に応じて管路ごとの使用可能な年数を
設定し、超過した管路から順次更新する時間計画保全から管路情報や
管路の破損履歴、土壌や道路種別などの環境データに基づきAI技術を
活用し、余寿命診断を行い、寿命が短い管路を重点的に監視し、機能劣
化（漏水）している管路を更新する状態監視保全に切替え、令和5年度
から8年度までの間に61.5㎞の水道管を更新する。

成果指標
・既設水道管にAI技術を活用し、過去の漏水履歴や整備年度に基づく
余寿命診断の結果から、計画的に老朽管を更新する計画に変更する。
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No.８
第５次中期経営計画：P35第５次中期経営計画：P35施策（１） 管・施設の老朽化対策

政策２ 持続可能に管・施設を運用する。政策２ 持続可能に管・施設を運用する。
投資・財政
計画の改善

課題

老朽化による更新費用の増大が見込まれる中、持続可能な水道事業
の実現を目指し明確な目標を定める必要がある。膨大な施設状況を客
観的に把握し、評価することで中長期的な施設の状態を予測しながら、
計画的かつ効率的に更新を行うマネジメントサイクルを確立していく。

主な改定点

活動目標
・水道施設の設備更新の方針について、これまでは更新計画に基づく時
間計画保全としてきたが、令和７年度から機械設備については、日常点
検や法定点検に基づき、劣化の程度などから設備の健全度評価を実施
し、近い将来、機能の発揮が困難になると判断した設備を更新すること
とする。

活動指標、具体的な取組
・設備更新の方針を変更し、設備更新数を218設備から210設備に最
適化した。
・設備情報や保守、点検、調査、故障等の維持管理情報を蓄積し、これを
もとに設備の健全度を評価し設備の更新を実施する。

成果指標
・持続可能な水道事業の実現を目指した成果指標（アウトカム）に変更は
ない。より具体的な取組（健全度評価）について一部記載変更する。
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第５次中期経営計画：P45第５次中期経営計画：P45施策（２） 管・施設の効率化

政策２ 持続可能に管・施設を運用する。政策２ 持続可能に管・施設を運用する。 No.９投資・財政
計画の改善

課題

漏水対策として実施する漏水調査は、道路下の水道管の漏水音を確
認する「路面音聴調査」を実施してきた。また、新たな技術の導入として、
衛星データ等をＡＩ解析により水道管の漏水リスクを評価する手法を取
り入れ、漏水リスクの高い箇所に調査範囲を絞り込み、漏水調査の効率
化に努める必要がある。

主な改定点

活動目標
・新しい技術の導入として、人工衛星データ等のＡＩ解析による水道管の
漏水リスク評価を行い、その評価結果に基に、漏水リスクの高い箇所に
調査範囲を絞り込み、効率化と漏水箇所の早期発見、修繕を早期に完
了させる。

活動指標、具体的な取組
・令和６年度に人工衛星データ等のＡⅠ解析による水道管の漏水リスク
評価を行い、その評価結果を基に、漏水リスクの高い箇所に調査範囲を
絞り込んだため、令和６年度から８年度までの管調査延長を変更する。

成果指標
・漏水調査の効率的な実施を目的として、ＡＩを活用した漏水リスク評価
を導入した。このリスク評価に基づき、漏水の可能性が高いと判定され
た地区を調査対象とすることで、効率的な漏水対策が可能となった。こ
れに伴い、大規模な漏水発生時に発生する水圧低下や断水等における
市民生活への影響を早期回避することを成果指標とした。
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① 企業債残高の適正な管理【共通】   
活動目標 将来の支払利息が過大とならないよう、企業債※残高を適正に管理します。 

※企業債とは・・・管や施設の新規整備、改築・更新などの費用に充てるために、国等から長期で借り入れる借金のこと。 

 
（活動指標） 

実施内容 １～４年度 
（実績） 

５～８年度 
計 

５年度 
（目標） 

６年度 
（目標） 

７年度 
（目標） 

８年度 
（目標） 

水道事業 
企業債借入額（上段） 
元金償還額（下段） 

85 億円 167 億円 55 億円 36 億円 39 億円 37 億円 

94 億円 92 億円 23 億円 23 億円 23 億円 23 億円 

下水道事業 
企業債借入額（上段） 
元金償還額（下段） 

343 億円 366 億円 129 億円 81 億円 76 億円 73 億円 

422 億円 376 億円 105 億円 93 億円 89 億円 89 億円 

具体的な取組 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 
適正な企業債の借入・償還     

  

成  果 企業債残高を適正に管理し、将来の支払利息を抑制することにより、事業を安定的に継

続することができます。 
  

 （成果指標）  令和４年度（実績） 

➡ 

令和８年度目標 
年度末における 

企業債残高 
上段：水道/下段：下水道 

437 億円 511 億円 
 

1,388 億円 1,371 億円 

実施(継続) 

※投資・財政計画確定後に修正（令和 7 年度内修正） 

課題

・物価、建築資材、労務単価等の高騰により維持管理費が増加しており、
コスト縮減等による経営改善を行う必要がある。
・今後、災害に強く持続可能な上下水道システムの構築に向け、概ね15
年間で管や施設の耐震化を完了することを目標としたことにより増加
する建設事業費について、資金の確保が課題となっている。

主な改定点

活動目標
・変更なし

活動指標、具体的な取組
・コスト縮減策として、令和６年度企業債借入分から元金償還の５年据
置を取りやめ、借入の翌年度から償還を開始することにより、元金償還
額を変更する予定。
・今後、耐震化事業を加速して実施していくことに伴い増加する建設事
業費について、料金改定を含めた資金の確保を検討することにより、企
業債借入額を変更する予定。

成果指標
・活動指標の変更に合わせ成果指標を変更予定。

第５次中期経営計画：P61第５次中期経営計画：P61施策（２） 財政の健全化

政策３ 信頼される経営を確立する。政策３ 信頼される経営を確立する。 No.10投資・財政
計画の改善
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